
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

三

三

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
三
三
号

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
人
材
確
保
と
改
正
介
護
保
険
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
人
材
確
保
と
改
正
介
護
保
険
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

本
年
四
月
二
十
五
日
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改

正
介
護
保
険
法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
一
項
に
規

定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
以
下
「
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
た
有
料
老
人
ホ

ー
ム
の
事
業
な
ど
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業

の
廃
止
の
届
出
に
つ
い
て
、
現
行
の
当
該
事
業
廃
止
後
十
日
以
内
に
事
後
の
届
出
を
行
う
義
務
を
課
す
も
の
を
、
廃
止
の
日

の
一
月
前
ま
で
に
事
前
の
届
出
を
行
う
義
務
を
課
す
も
の
に
改
め
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
改
正
介
護
保
険
法
案

に
お
い
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
が
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
て
、
引
き
続
き

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
を
希
望
す
る
者
に
対
す
る
便
宜
の
提
供
を
行
う
義
務
が
課
さ
れ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
等

が
必
要
に
応
じ
て
当
該
事
業
者
の
行
う
便
宜
提
供
に
つ
い
て
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

り
、
利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
継
続
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
と
行
政
が

連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
業
者
に
対
し
て
、
改
正
介
護
保
険
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
新
介
護
保
険
法
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
も
罰
則
規
定
は
な
い
が
、
新
介
護
保
険
法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
届
出
義
務
に
違
反
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を
受
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
れ

ば
、
都
道
府
県
知
事
は
、
新
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合
と
し
て
、
新
介
護
保
険
法
第
七
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
待
つ
こ
と
な
く
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
事
業
者
は
、
当
該
取
消
し
の

日
か
ら
五
年
間
は
、
新
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
の
二
に
該
当
す
る
た
め
、
新
た
な
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
に
係
る
事
業
所
の
指
定
や
、
既
存
の
他
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
事
業
所
の
指
定
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
と
な
る
。
厚
生
労
働
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
新
介
護
保
険
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
当
該
都

道
府
県
知
事
の
事
務
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
助
言
等
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
業
者
の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
介
護
職
員
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
と
、
施
設
を
閉
鎖
、

二



事
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


